
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か

に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
自
然
の
脅
威
に
翻
弄
さ
れ
た

一
年
で
し
た
。
熊
本
地
震
か
ら
の
復
興
途

中
で
あ
る
昨
年
七
月
に
は
、
い
わ
ゆ
る
熊

本
豪
雨
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
被
災

さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
問
題
に
一
喜
一
憂
し
た
一
年

で
も
あ
り
ま
し
た
。

改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
政

府
は
、
再
犯
防
止
推
進
法
に
基
づ
き
、
平

成
三
十
年
か
ら
の
五
か
年
計
画
と
な
る

｢

再
犯
防
止
推
進
計
画｣

を
策
定
し
、
法

務
省
は
、
特
に
取
り
組
む
べ
き
主
な
施
策

を

｢

十
の
再
犯
防
止
ア
ク
シ
ョ
ン
宣
言｣

と
し
て
提
示
す
る
な
ど
関
係
省
庁
も
連
携

協
力
し
て
再
犯
防
止
施
策
を
推
進
し
て
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
令
和
元
年
十
二
月
に

は
、
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
が

｢

再
犯
防
止

推
進
計
画
加
速
化
プ
ラ
ン｣

を
決
定
し
、

よ
り
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
現
下
の
課

題
①
満
期
釈
放
者
対
策
の
充
実
強
化
、
②

地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
強
化
、
③
民
間

協
力
者
の
活
動
の
促
進
の
三
点
を
明
示
し
、

政
府
一
丸
と
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
に

対
応
し
た
効
果
的
な
各
種
取
組
を
積
極
的

に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

令
和
三
年
の
本
年
は
、
再
犯
防
止
推
進

計
画
が
既
に
終
盤
に
差
し
掛
か
り
、
二
年

以
内
再
入
率
を
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に

す
る
と
い
っ
た
政
府
目
標
を
達
成
す
る
期

限
と
も
な
る
年
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
問
題
は
依
然
と
し
て
暗
い

陰
を
落
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
景
気
後
退
に

よ
る
就
労
支
援
等
へ
の
影
響
に
止
ま
ら
ず
、

感
染
拡
大
防
止
に
必
要
な
飛
沫
防
止
の
遮

�
措
置
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の

確
保
は
、
再
犯
防
止
・
更
生
保
護
に
と
っ

て
重
要
な
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
ま

す
ま
す
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状

況
の
下
、
更
生
保
護
に
携
わ
る
皆
様
の
御

苦
労
は
い
か
ば
か
り
か
と
拝
察
致
し
ま
す
。

更
生
保
護
に
携
わ
る
全
て
の
方
々
に
よ
る
、

い
わ
ば
官
民
一
体
と
な
っ
た
総
力
戦
で
乗

り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

我
々
熊
本
地
検
も
、
微
力
な
が
ら
再
犯

防
止
の
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。
検
察
官
・

検
察
事
務
官
総
勢
十
三
名
に
よ
る
刑
事
政

策
推
進
班
を
設
け
、
比
較
的
軽
微
事
件
の

犯
罪
性
向
の
進
ん
で
い
な
い
被
疑
者
に
対

す
る
再
犯
防
止
策
、
い
わ
ゆ
る
入
口
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
検
察

庁
は
、
刑
事
手
続
の
中
で
果
た
す
べ
き
役

割
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、｢

息
の
長
い｣

支
援
を
行
う
に
は
、
残
念
な
が
ら
限
界
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
地
域
社
会
の
中

で

｢

息
の
長
い｣

支
援
を
実
行
さ
れ
る
皆

様
方
の
御
理
解
、
御
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、

可
能
な
限
り
最
大
限
の
力
を
尽
く
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
御
指
導
、
御
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
、
待
ち
に
待
っ
た
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
年
で

す
。
開
催
が
実
現
し
、
皆
様
や
御
家
族
に

と
り
ま
し
て
本
年
が
素
晴
ら
し
い
年
と
な

り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

くまもと更生保護第170号 令和３年１月１日( 1 )

新
年
の
御
挨
拶

熊
本
地
方
検
察
庁
検
事
正���

熊
本
城
の
一
部
が
特
別
公
開

復
旧
再
建
中
の
熊
本
城
、
一
部
が
特
別
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

夜
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
美
し
い
雄
姿
を
見
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

天
守
閣
は
令
和
三
年
四
月
二
十
六
日
に
一
般
公
開
さ
れ
ま
す
。
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令
和
二
年
十
一
月
十
二
日(

木)

、
く
ま
も
と
森
都
心
プ
ラ
ザ
ホ
ー

ル
に
お
い
て
標
記
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍

の
中
に
あ
っ
て
、
規
模
を
大
幅
に
縮
小
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
九
州

地
方
更
生
保
護
委
員
会
永
井
文
昭
委
員
長
及
び
熊
本
県
知
事

(

代

理
県
民
生
活
局
無
田
英
昭
局
長)

の
ご
臨
席
の
も
と
、
法
務
大
臣

表
彰
、
全
国
保
護
司
連
盟
理
事
長
表
彰
な
ど
の
受
章
者
に
表
彰
状

や
記
念
品
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
受
章
者
を
代
表
し
て
芦
北
保
護

区
庄
野
道�
保
護
司
か
ら
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
ご
来
賓
の
方
々

か
ら
激
励
と
期
待
が
込
め
ら
れ
た
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
の
声
を
発
し
な
い
万
歳
三
唱
を
も
っ
て
、
大
会
は
滞
り

な
く
終
了
し
ま
し
た
。

な
お
、
大
会
に
お
い
て
、
保
護
司
や
更
生
保
護
女
性
会
の
皆
さ

ん
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
二
年
度

熊
本
県
更
生
保
護
事
業
功
労
者
顕
彰
式
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｢

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
く

保
護
観
察｣

の
実
施
に
つ
い
て

ほ
か
、
保
護
観
察
の
類
型
の
名
称
な
ど
一
部
の
用
語
や

考
え
方
が
変
わ
り
ま
す
。

三

関
係
す
る
保
護
観
察
事
件
関
係
の
様
式
の
一
部
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

【

解

説】

一

保
護
観
察
の
実
施
計
画
を
策
定
す
る
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
変
わ
り
ま
す
。

法
務
省
は
、
保
護
観
察
対
象
者
の
再
犯
リ
ス
ク
の
適
切

な
評
価
や
、
処
遇
方
針
を
定
め
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の

効
果
的
な
収
集
を
図
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
適
切
な
処
遇
を

実
施
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
と
し
て

｢

Ｃ
Ｆ
Ｐ

(C
ase
F
orm
ulation

in
P
robation/P

arole)｣

を
開

発
し
、
当
庁
に
お
い
て
も
平
成
三
十
年
十
月
か
ら
一
部
の

ケ
ー
ス
で
試
行
的
に
運
用
し
て
実
例
を
積
み
重
ね
て
き
ま

し
た
。

Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
は
、
保
護
観
察
官
が
、
ま
ず
、
①
保
護
観
察

対
象
者
の
再
犯
又
は
再
非
行
リ
ス
ク
を
統
計
的
に
分
析
・

評
定
し
、
次
に
②
犯
罪
や
非
行
に
結
び
つ
く
要
因(

問
題)

と
、
犯
罪
や
非
行
を
抑
制
し
、
改
善
更
生
を
促
進
す
る
要

因

(

強
み)

と
を
整
理
し
、
③
そ
れ
ら
の
要
因
が
ど
の
よ

う
に
関
連
・
連
鎖
す
る
の
か
を
図
又
は
文
章
に
よ
っ
て
分

析
し
た
上
で
、
④
そ
の
対
象
者
に
ど
れ
く
ら
い
手
厚
く
関

わ
る
か

(

処
遇
密
度)

、
何
を
指
導
／
支
援
す
る
か

(

指

導
監
督
及
び
補
導
援
護
の
内
容)

、
普
段
の
面
接
や
危
機

場
面
な
ど
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
す
る
か

(

保
護
観
察
実
施
上
の
留
意
事
項)

を
決
定
し
て
保
護
観

察
の
実
施
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二

従
来
の

｢

処
遇
段
階｣

か
ら

｢

処
遇
区
分｣

に
な
る

ほ
か
、
保
護
観
察
の
類
型
の
名
称
な
ど
一
部
の
用
語
や

考
え
方
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
段
階
別
処
遇
で
は
、
問
題
性
の
深
い
対
象

者
に
重
点
的
に
保
護
観
察
を
実
施
す
る
と
の
考
え
方
の
も

と
、
処
遇
の
難
易
に
応
じ
て
処
遇
の
強
度
、
す
な
わ
ち
、

保
護
観
察
官
や
保
護
司
の
接
触
頻
度
等
を
段
階
的
に
定
め

て
い
ま
し
た
が
、
処
遇
の
難
度
と
再
犯
又
は
再
非
行
の
リ

ス
ク
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た

指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の

｢

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
く
保
護
観
察｣

の
導

【

は
じ
め
に】

保
護
観
察
が
開
始
さ
れ
る
と
き
、
保
護
観
察
所
の
長

(

実
務
上
は
保
護
観
察
官)
は
、
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る

課
題
文
は
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標
、
行
お
う
と
す
る
指

導
監
督
及
び
補
導
援
護
の
内
容
等
を
定
め
た

｢

保
護
観
察

の
実
施
計
画｣

を
作
成
し
、
他
の
関
係
す
る
書
面
と
共
に

担
当
保
護
司
の
も
と
へ
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す

(

な
お
、
こ
の
実
施
計
画
は
、
保
護
観
察
の
実
施
過
程
に

お
い
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。)
。

こ
の
保
護
観
察
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、

や
や
も
す
れ
ば
保
護
観
察
対
象
者
が
抱
え
る
問
題
や
課
題

に
の
み
焦
点
が
当
た
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
内
容
が
個
々

の
保
護
観
察
官
の
経
験
や
力
量
に
左
右
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ

た
こ
と
、
旧
犯
罪
者
予
防
更
生
法

(

平
成
二
十
年
に
廃
止)

下
で
作
成
さ
れ
て
い
た

｢

処
遇
計
画
票

(

現
在
の
保
護
観

察
の
実
施
計
画
に
相
当
す
る
も
の)｣

と
比
較
す
る
と
、

画
一
的
で
簡
潔
な
記
載
に
な
り
過
ぎ
、
こ
れ
を
読
ん
だ
だ

け
で
は
対
象
者
の
姿
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
に
加
え
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
国
の
再
犯
防
止
推
進
計
画
に

『

保
護
観
察
所
に
お

い
て
、
再
犯
リ
ス
ク
や
処
遇
指
針
の
決
定
に
資
す
る
情
報

を
的
確
に
把
握
し
、(

略)

保
護
観
察
対
象
者
に
対
す
る

効
果
的
な
処
遇
を
実
施
す
る
た
め
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト(

＝
見

立
て)

機
能
の
強
化
を
図
る
。』

と
定
め
ら
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
令
和
三
年
一
月
か
ら
、｢

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基

づ
く
保
護
観
察｣

を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

【

ポ
イ
ン
ト】

一

保
護
観
察
の
実
施
計
画
を
策
定
す
る
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
変
わ
り
ま
す
。

二

従
来
の

｢

処
遇
段
階｣

か
ら

｢

処
遇
区
分｣

に
な
る

入
に
伴
い
、
保
護
観
察
対
象
者
を

〝

観
る〞

目
、
評
価
の

尺
度
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
別
処
遇
の
在
り
方

や
枠
組
な
ど
も
整
理
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

今
後
は
、
そ
の
対
象
者
に
ど
れ
く
ら
い
手
厚
く
関
わ
る

必
要
が
あ
る
か
を
見
極
め
て
処
遇
の
密
度
や
接
触
の
方
法

な
ど
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
処
遇
密
度
の
高
低

を

｢

処
遇
区
分｣

と
し
て
表
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
類
型
別
処
遇
に
つ
い
て
も
、
昨
今
の
犯
罪

情
勢
や
依
存
・
嗜
癖
等
の
問
題
に
対
す
る
知
見
、
処
遇
技

術
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
踏
ま
え
、
保
護
観
察
の
実

効
性
を
一
層
高
め
る
べ
く
類
型
の
区
分
や
名
称
等
が
変
更

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
類
型
別
処
遇
に
つ
い
て
は
、、
平
成
十
五
年
に
発

行
さ
れ
た

｢

類
型
別
処
遇
マ
ニ
ュ
ア
ル

(

保
護
司
版)｣

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
つ
い
て
解
説
が
な
さ
れ

て
お
り
、
活
用
さ
れ
た
保
護
司
の
み
な
さ
ま
も
多
い
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
改
正
を
受
け
、
近
く
改
定
版
が

発
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

三

関
係
す
る
保
護
観
察
事
件
関
係
の
様
式
の
一
部
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
保
護
観
察
の
実
施
計
画
を
策
定
す
る

ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
変
わ
る
こ
と
に
伴
い
、｢

保
護
観

察
の
実
施
計
画｣

の
様
式
が
こ
れ
に
見
合
う
よ
う
変
更
さ

れ
る
ほ
か
、
従
来
の
段
階
別
処
遇
の
枠
組
・
構
造
が
整
理

し
直
さ
れ
、
類
型
別
処
遇
に
つ
い
て
も
今
日
的
な
も
の
に

改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、｢

保
護
観
察
経
過
報

告
書

(

甲)｣

な
ど
の
様
式
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

【

む
す
び
に】

Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
よ
る
保
護
観
察
の
実
施
計
画
の
策
定
な
ど
の

事
務
は
、
保
護
観
察
官
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
護
司
の

み
な
さ
ま
の
御
負
担
が
増
え
る
、
あ
る
い
は
、
保
護
観
察

の
実
施
方
法
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
稿

で
御
説
明
し
た
と
お
り
保
護
観
察
事
件
関
係
の
様
式
や
、

用
語
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
第
三
回
の
地
域
別
定
例
研

修
に
お
い
て
御
紹
介
・
御
説
明
す
る
ほ
か
、
今
後
も
随
時

お
知
ら
せ
し
て
ま
い
り
ま
す
。

熊
本
保
護
観
察
所

統
括
保
護
観
察
官

安

藤

太
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【

熊
本
東
地
区
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー】

当
地
区
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
平
成

二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
、
県
土
木
事

務
所
敷
地
内
に
開
所
し
ま
し
た
。
式
に

は
大
西
熊
本
市
長
、
熊
本
保
護
観
察
所

長
等
を
迎
え
、
出
席
者
一
同
、
更
生
保

護
へ
の
熱
い
思
い
を
共
感
し
た
こ
と
で

し
た
。
後
に
閉
所
す
る
ま
で
の
二
年
半
、

理
事
会
他
、
多
様
な
会
議
を
開
催
、
そ

の
他
保
護
観
察
対
象
者
面
接
、
学
習
会
、

社
会
貢
献
活
動
等
の
拠
点
と
し
て
機
能

を
果
た
し
ま
し
た
。
部
屋
も
広
く
、
事

務
局
員
が
事
務
を
執
る
傍
ら
、
部
会
を

開
催
す
る
等
、
同
時
多
機
能
の
活
動
も

可
能
で
し
た
。

備
品
も
土
木
事
務
所
の
好
意
と
保
護

司
の
寄
付
で
大
部
分
を
賄
い
、
和
気
あ

い
あ
い
の
雰
囲
気
の
中
で
活
動
出
来
た

こ
と
を
今
で
も
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ

ま
す
。

と
こ
ろ
が
平
成
二
十
八
年
四
月
の
熊

本
地
震
で
土
木
事
務
所
が
甚
大
な
被
害

を
被
り
、
サ
ポ
セ
ン
も
使
用
不
能
、

｢

秋
津
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー｣

敷
地

内
に
移
転

(

平
成
二
十
九
年
四
月)

す

る
こ
と
と
な
り
、
慌
た
だ
し
く
移
動
完

更更
生生
保保
護護

ササ
ポポ
ーー
トト
セセ
ンン
タタ
ーー
のの

ごご
紹紹
介介
((55))

了
し
た
次
第
で
す
。
旧
サ
ポ
セ
ン
で
使

用
し
て
い
た
備
品
の
大
半
は
土
木
事
務

所
の
所
有
物
で
あ
っ
た
の
で
、
新
た
に

諸
備
品
を
購
入
、
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
事
務
職
員
を
中
心
に
東
奔
西
走
、

何
と
か
開
所
に
漕
ぎ
着
け
る
事
が
出
来

ま
し
た
。

但
し
、
広
さ
は
八�
〇
一
㎡

(
四
畳

半)

で
事
務
机
と
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
設

置
す
れ
ば
余
裕
は
な
く
、
事
務
局
が
業

務
遂
行
す
る
の
が
精
一
杯
、
部
会
や
対

象
者
面
接
は
先
ず
不
可
能
で
す
。

幸
い
、
公
民
館
会
議
室
の
使
用
は
減

免
措
置
の
対
象
で
あ
り
、
会
議
や
研
修

会
等
は
可
能
な
限
り
会
議
室
を
利
用
し

て
い
ま
す
。
現
在
一
三
名
の
企
画
調
整

保
護
司
を
配
置
、
月
〜
金
の
九
時
か
ら

十
六
時�
の
間
業
務
に
従
事
し
、
サ
ポ

セ
ン
の
機
能
を
発
揮
す
べ
く
、
精
励
し

て
い
ま
す
。
保
護
司
活
動
に
必
要
な
備

品
も
充
実
を
図
り
、
幅
広
い
活
動
に
対

応
出
来
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
恵
ま
れ
た
環

境
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

｢

サ
ポ
セ
ン
機
能
の
充
実
、
保
護
司
の

拠
り
所
、
地
域
と
の
連
携
の
拠
点｣

と

し
て

｢

親
し
み
や
す
く
、
機
動
性
の
あ

る
サ
ポ
セ
ン｣

を
目
指
し
、
更
生
保
護

活
動
の
社
会
的
浸
透
に
関
っ
て
行
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

(

事
務
局
長

中
川

雄
二)

【

山
鹿
地
区
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー】

一

開
所
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日

二

住

所

山
鹿
市
菊
鹿
町
下
永
野
六
五
〇

ひ
ま
わ
り
館

電
話
＆
Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
九
六
八

(

四
八)

四
六
七
八

開
所
式
は
熊
本
保
護
観
察
所
長
、
山

鹿
市
長
、
市
議
会
議
長
、
警
察
署
長
、

関
係
機
関
団
体
な
ど
の
来
賓
、
更
生
保

護
女
性
会
、
地
区
保
護
司
の
参
加
で
も
っ

て
開
催
し
た
。

セ
ン
タ
ー
の
目
的
、
役
割
等
に
つ
い

て
紹
介
し
、
地
域
の
防
犯
活
動
、
青
少

年
健
全
育
成
活
動
等
の
拠
点
と
し
て
も

活
用
の
広
が
り
と
効
果
的
な
連
携
体
制

づ
く
り
を
提
言
し
た
。

セ
ン
タ
ー
企
画
調
整
保
護
司
は
地
区

理
事
、
事
務
局
の
九
名
が
担
当
し
運
営

会
議
も
随
時
開
催
し
て
い
る
。

今
後
の
課
題
は
地
区
内
保
護
司
各
自

が
セ
ン
タ
ー
の
存
在
を
さ
ら
に
認
識
し
、

更
生
保
護
女
性
会
、
関
係
機
関
団
体
等

と
の
連
携
の
場
所
と
し
て
活
用
を
広
げ
、

広
報
誌
を
作
成
し
Ｐ
Ｒ
に
つ
と
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

(

会
長

藤
森

純
也)
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�������
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

ご
紹
介
(5)

第第
7700
回回

〝〝

社社
会会
をを
明明
るる
くく
すす
るる
運運
動動〞〞

熊熊
本本
県県
作作
文文
ココ
ンン
テテ
スス
トト

入入
賞賞
者者

法
務
省
保
護
局
と
保
護
司
の
代
表
者
の
方
々
と
の
間
で
協
議
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、

令
和
三
年
四
月
か
ら
、
保
護
司
さ
ん
ご
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
七
十
八
歳
に
な
る
前
日

ま
で
保
護
司
の
再
任
が
可
能
と
な
り
ま
す

(

現
在
は
七
十
六
歳
に
な
る
前
日
ま
で
可)

。

た
だ
し
、
七
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
降
は
、
保
護
司
の
身
分
を
有
す
る
も
の
の
、
事

件
担
当
の
依
頼
や
企
画
調
整
保
護
司
等
の
指
名
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
く
だ

さ
い
。

Ｑ
１

特
例
再
任
の
制
度
っ
て
な
に
？
こ
れ
ま
で
と
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
？

Ａ
１

現
在
、
保
護
司
の
再
任
時
の
上
限
年
齢
は
七
十
六
歳
未
満
で
す
。
そ
の
た
め
、

誕
生
日
と
再
任
日
の
関
係
に
よ
り
、
保
護
司
活
動
に
従
事
で
き
る
年
齢
に
つ
い
て
、

七
十
六
歳
の
初
め
か
ら
七
十
七
歳
の
終
わ
り
ま
で
約
二
年
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
特
例

再
任
の
制
度
で
は
、
ご
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
全
て
の
保
護
司
が
、
七
十
八
歳
に
な

る
前
日
ま
で
、
制
限
な
く
保
護
司
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
２

ど
う
し
て
、
七
十
八
歳
以
降
は
保
護
司
活
動
が
制
限
さ
れ
る
の
？

Ａ
２

特
例
再
任
は
、
誕
生
日
と
再
任
日
の
関
係
に
よ
り
、
保
護
司
活
動
に
従
事
で
き

る
期
間
の
差

(

約
二
年)

が
生
じ
る
こ
と
を
な
く
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
現
行
運
用
上
の
最
高
年
齢
で
あ
る
七
十
七
歳
の
間
は
、(

希
望
す
れ
ば)

全
て
の
保
護
司
が
制
限
な
く
保
護
司
活
動
に
従
事
で
き
る
こ
と
と
す
る
一
方
で
、
七

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
降
は
保
護
司
活
動
を
制
限
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
３

そ
れ
で
は
、
七
十
八
歳
以
降
は
何
が
で
き
る
の
？

Ａ
３

七
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
降
は
、
事
件
担
当
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
保
護
司

の
身
分
を
有
し
て
い
ま
す
の
で
、
例
え
ば
、
地
域
で
の
犯
罪
予
防
活
動
に
従
事
し
た

り
、
保
護
司
研
修
に
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

地
域
活
動
等
の
保
護
司
活
動
に
要
し
た
実
費
分
は
国
費
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

よ
く
あ
る
ご
質
問

������������保
護
司
の
特
例
再
任
に
つ
い
て

�
北
地
区

保
護
司
会
水

俣
分
会
で
は
、

昭
和
四
十
八

年
か
ら
毎
年

小
中
学
生
か

ら〝

社
会
を

明
る
く
す
る

運
動〞

に
関

す
る
標
語
を
募
り
、
関
連
企
業
の
協
賛
に

よ
り

｢

立
て
看
板｣

を
作
成
・
設
置
し
、

社
明
運
動
を
啓
発
し
て
い
ま
す
が
、
今
年

は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
募
集
が
困
難
に
な

り
、
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
十
一
月
十
七

日

(

火)

に
水
俣
市
百
間
町
国
道
三
号
線

沿
い
に
広
告
塔
を
設
置
し
ま
し
た
。

当
日
の
式
で
は
、
永
野
ユ
ミ
水
俣
分
会

副
会
長
か
ら
主
催
者
あ
い
さ
つ
、
松
本
忠

房
熊
本
保
護
観
察
所
長
及
び
水
俣
市
副
市

長
か
ら
ご
祝
辞
を
賜
り
、
津
奈
木
町
町
長
、

水
俣
市
教
育
長
の
来
賓
紹
介
の
あ
と
、
除

幕
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
幕
が
外
さ
れ
る
と

県
境
で
あ
る
水
俣
市
に
あ
っ
て
、
熊
本
県

側
に

｢

広
が
り

つ
な
が
る
未
来
の
輪｣

反
対
の
鹿
児
島
県
側
に

｢

再
出
発
を
見
守

る
社
会
へ｣

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
現
れ
、
式

典
に
参
加
さ
れ
た
関
係
機
関
の
皆
さ
ん
か

ら
大
き
な
拍
手
が
わ
き
ま
し
た
。

こ
の
広
告
塔
で
地
区
住
民
に

〝

社
会
を

明
る
く
す
る
運
動〞
が
広
く
伝
わ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

(

水
俣
分
会
事
務
局
長

前
嶋

浩
一)

水水
俣俣
市市
でで

〝〝

社社
会会
をを
明明
るる
くく
すす
るる
運運
動動〞〞

広広
告告
塔塔
除除
幕幕
式式

【

小
学
生
の
部】

◎
熊
本
県
推
進
委
員
会
委
員
長
賞

(

県
知
事
賞)

芦
北
町
立
大
野
小
学
校

才
林

り
お

｢

み
ん
な
が
笑
顔
に
な
る
た
め
に｣

合
志
市
立
西
合
志
東
小
学
校

池
部

綾
美

｢

あ
た
た
か
い
言
葉
で
明
る
い
社
会
に｣

菊
陽
町
立
武
蔵
ヶ
丘
小
学
校

福
留

結
菜

｢

犯
罪
を
な
く
す
た
め
に
大
切
な
こ
と｣

◎
熊
本
県
保
護
司
会
連
合
会
会
長
賞

芦
北
町
立
田
浦
小
学
校

松
永

明
莉

｢

相
手
の
気
持
ち｣

◎
熊
本
県
更
生
保
護
協
会
理
事
長
賞

菊
池
市
立
泗
水
東
小
学
校瀬

崎

彩
花

｢

伝
え
合
え
る
こ
と
の
大
切
さ｣

◎
熊
本
県
更
生
保
護
女
性
連
盟
会
長
賞

苓
北
町
立
志
岐
小
学
校

吉
村

美
音

｢

明
る
い
社
会
や
地
域
を
つ
く
る
た
め
に｣

◎
熊
本
県
Ｂ
Ｂ
Ｓ
連
盟
会
長
賞

合
志
市
立
合
志
南
小
学
校歌

野

愛
夏

｢

人
の
パ
ワ
ー
で
笑
顔
に｣
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氏

名

(

地

区

名)

石

坂

敏

明

(

熊
本
中
央)

米

満

國

昭

(

熊

本

東)

内

藤

光

雄

(

熊

本

東)

的

場

利

彦

(

熊

本

東)

池

田

常

雄

(

熊

本

北)

伊
牟
田

昌

孝

(

熊

本

北)

眞

岡

昭

紘

(

宇

城)

赤

星

友

宥

(

宇

城)

�
田

幸

子

(

玉

名)

竹

下

春

夫

(

玉

名)

禿

千
鶴
子

(

阿

蘇)

小

野

眞
由
美

(

阿

蘇)

明

月

聖

矢

(

上

益

城)

林

裕

治

(

八

代)

�
澄

幸

治

(

八

代)

鋤
馬
把

祥

二

(

八

代)

�
松

泰

子

(

八

代)

庄

野

道�
(

芦

北)

桑

原

久

美

(

人

吉)

平

田

穰

(

天

草)

山�
龍

道

(

天

草)

���������
【

中
学
生
の
部】

◎
熊
本
県
推
進
委
員
会
委
員
長
賞

(

県
知
事
賞)

菊
池
市
立
泗
水
中
学
校

永
田

咲
希

｢

一
羽
の
ス
ズ
メ
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と｣

八
代
市
立
第
四
中
学
校

今
田

日
菜

｢

本
当
に
大
切
な
こ
と｣

菊
池
市
立
泗
水
中
学
校

鶴
田

雪
乃

｢

肌
で
感
じ
る
こ
と
の
大
切
さ｣

◎
熊
本
県
保
護
司
会
連
合
会
会
長
賞

合
志
市
立
西
合
志
南
中
学
校

中
野

晃
子

｢

挨
拶
で
明
る
い
社
会
へ｣

◎
熊
本
県
更
生
保
護
協
会
理
事
長
賞

合
志
市
立
西
合
志
南
中
学
校

村
田

優
香

｢

私
た
ち
を
守
る
地
域
の
方
々
へ
感
謝｣

◎
熊
本
県
更
生
保
護
女
性
連
盟
会
長
賞

八
代
市
中
学
校
組
合
立
氷
川
中
学
校

井
上

友
愛

｢

地
域
で
と
り
く
む

犯
罪
や
非
行
の
な
い

｢

社
会｣｣

◎
熊
本
県
Ｂ
Ｂ
Ｓ
連
盟
会
長
賞

八
代
市
中
学
校
組
合
立
氷
川
中
学
校

冨
山

流
衣

｢

一
言
の
言
葉
で
人
間
は
変
わ
る｣

◎
熊
本
保
護
観
察
所
長
賞

芦
北
町
立
田
浦
中
学
校

猪
木

夏
音

｢

全
員
平
等｣

春
の
叙
勲
・
瑞
宝
双
光
章

�������������

藤島 紘陽
(人 吉)

((

敬敬
称称
略略))

伊藤 公明
(八 代)

板垣 敏彦
(熊本中央)

秋
の
藍
綬
褒
章

真野 円理
(上益城)

西浦勘三郎
(荒 尾)

秋
の
叙
勲
・
瑞
宝
双
光
章

池田 正次
(天 草)

永野 ユミ
(芦 北)

泉 京子
(菊 池)

春
の
藍
綬
褒
章

黒田 宏信
(芦 北)

眞渕 正信
(上益城)

黒木 康之
(熊本中央)

―
追
記
―
全
国
入
賞
の
お
知
ら
せ

後
日
行
わ
れ
た
同
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
の

全
国
審
査
で
、
当
県
で
は
県
知
事
賞
を
受

け
た
菊
池
市
立
泗
水
中
学
校
の
永
田
咲
希

さ
ん
が
、｢

日
本
更
生
保
護
女
性
連
盟
会

長
賞｣

を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
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長
い
間
御
活
躍
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(

敬
称
略)

【
任
期
満
了
】

(

令
和
二
年
五
月
二
十
四
日
付
退
任)

氏

名

(

地
区
名)

黒

木

康

之

(

熊
本
中
央)

鈴

木

義

親

(

熊
本
東)

小

川

陽

介

(

熊
本
東)

渡

邊

利

男

(

熊
本
東)

重

浦

照

美

(

熊
本
東)

大

森

勲

(

熊
本
西)

五

島

靖

士

(

宇

城)

邊

春

由

紀

(

玉

名)

�
田

延�(
荒

尾)

吉

岡

稜
威
夫

(

山

鹿)

滝

川

尚

孜

(

上
益
城)

倉

本

憲

夫

(

上
益
城)

木
戸
内

憲

明

(

上
益
城)

古

田

泰

弘

(

八

代)

蔀

正

勝

(

人

吉)

池

田

正

次

(

天

草)

中

村

康

敬

(

天

草)

藤

川

正

恒

(

天

草)

���������

(

敬
称
略)

(

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日
付
退
任)

氏

名

(

地
区
名)

�
橋

義

治

(

熊
本
中
央)

上

野

勝

昭

(

熊
本
中
央)

小

田

弘

美

(

熊
本
東)

米

満

國

昭

(

熊
本
東)

村

上

若

蓉

(

熊
本
東)

平

井

重

孝

(

熊
本
西)

田

中

一

郎

(

熊
本
南)

小

原

絹

代

(

熊
本
南)

吉

永

京

子

(

熊
本
北)

野

原

眞

藏

(

熊
本
北)

上

村

宏

渕

(

熊
本
北)

松

尾

豊

子

(

熊
本
北)

田

代

孝

士
(

熊
本
北)

園

田

涼

子
(

宇

城)

宮

崎

一

誠

(
宇

城)

大

村

悟

(

宇

城)

野

村

英

一

(

宇

城)

中

村

誠

(

玉

名)

竹

下

春

夫

(

玉

名)

濱�
周

一

(

荒

尾)

森

健

夫

(

菊

池)

泉

京

子

(

菊

池)

宮

田

美
野
枝

(

菊

池)

佐

藤

孝

幸

(

阿

蘇)

鷲

岡

嶺

照

(

阿

蘇)

本

田

史

子

(

上
益
城)

芥

川

公

明

(

上
益
城)

本

田

博

文

(

八

代)

永

野

ユ

ミ

(

芦

北)

内

村

高

明

(

芦

北)

緒

方

貴
美
子

(

人

吉)

平

田

穰

(

天

草)

吉

田

嘉

武

(

天

草)

宮

本

春

志

(

天

草)

次
の
方
々
が
新
し
く
保
護

司
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
御
活
躍
を
期
待
い

た
し
ま
す
。

(

令
和
二
年
五
月
二
十
五
日
付)

氏

名

(

地
区
名)

青

木

勝

士

(

熊
本
中
央)

佐

澤

毅

(

熊
本
中
央)

金

子

す
み
子

(

熊
本
中
央)

野

村

久

志

(

熊
本
東)

右

田

義

明

(

熊
本
東)

北

川

哉

(

熊
本
西)

坂

口

義

弘
(

熊
本
西)

園

田

誠
(

熊
本
西)

古

上

普

史

(
熊
本
南)

井�
口

み
つ
よ

(
熊
本
北)

今

井

一

誠

(

熊
本
北)

田

島

幸

治

(

熊
本
北)

真

野

秀

慈

(

熊
本
北)

山

本

春

江

(

熊
本
北)

旭

田

國

浩

(

荒

尾)

中

島

潤

(

荒

尾)

徳

尾

真

龍

(

上
益
城)

矢

野

穣

(

上
益
城)

稲

本

眞

理

(

八

代)

白

石

信

博

(

八

代)

眞

鍋

哲

郎

(

芦

北)

山

本

裕

子

(

芦

北)

東

純

一

(

人

吉)

平

川

公

徳

(

人

吉)

田

端

雅

之

(

天

草)

鶴

田

英

子

(

天

草)

(

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
付)

氏

名

(

地
区
名)

内

海

知

子

(

熊
本
中
央)

松

永

和

典

(

熊
本
中
央)

松

永

佳

子

(

熊
本
中
央)

今

村

富
美
恵

(

熊
本
東)

佐
土�
眞
奈
美

(

熊
本
東)

福

島

隆

弘

(

熊
本
東)

本

田

篤

志

(

熊
本
東)

松

野

好

子

(

熊
本
東)

清

水

智

子

(

熊
本
西)

松

尾

歩

(

熊
本
西)

井

手

祐
市
郎

(

熊
本
南)

田

中

建

(

熊
本
南)

園

田

雄
一
郎

(

熊
本
南)

鷲

山

聖

美

(

熊
本
南)

西

山�
幸

(

宇

城)

福

永

一

之

(

宇

城)

赤

木

る
み
子

(

玉

名)

池

田

宝

生

(

玉

名)

北

野

友

二

(

玉

名)

中

山

信

也

(

玉

名)

加

来

恵
美
子

(

荒

尾)

石

崎

勇

三

(

荒

尾)

山

下

達

也

(

荒

尾)

飯

川

浩

一

(

山

鹿)

大

道

浄

信

(

山

鹿)

北

原

市

子

(

山

鹿)

才

田

豊

昭

(

山

鹿)

立

山

大
二
朗

(

山

鹿)

堤

幸

博

(

菊

池)

霍

田

光
一
郎

(

菊

池)

藤

川

町

二

(

菊

池)

工

藤

信

夫

(

菊

池)

田

中

令

児

(

菊

池)

松

永

成

資

(

阿

蘇)

光

永

篤

史

(

上
益
城)

牛

島

憲

三

(

上
益
城)

久
木
田

一

代

(

芦

北)

永

田

い
づ
み

(

芦

北)

濱�
竜

一

(

芦

北)

本

田

洋

志

(

芦

北)

井

福

綾

(

人

吉)

大

石

芳

臣

(

天

草)

川

口

望

(

天

草)

松

本

寛

司

(

天

草)

山

中

智

子

(

天

草)

���������
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編
集
発
行

更
生
保
護
法
人
熊
本
県
更
生
保
護
協
会

編
集
協
力

熊
本
保
護
観
察
所

印

刷

社
会
福
祉
法
人
コ
ロ
ニ
ー
印
刷

新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
が
収
ま
り
ま
せ
ん
。
新

し
い
生
活
様
式
に
少
し
慣
れ
た
と
は
言
え
、
か

つ
て
の
生
活
が
果
た
し
て
戻
っ
て
く
る
の
か
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

保
護
司
の
会
合
な
ど
、
開
く
べ
き
か
ど
う
か
、

開
く
と
し
て
も
ど
う
や
っ
て
三
密
を
避
け
る
か
な

ど
、
普
段
と
違
っ
た
気
配
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
生
活
の
中
で
得
る
も
の
も
あ
り
そ

う
で
す
。
い
ろ
ん
な
方
向
に
向
い
て
い
た
人
々

の
心
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
で
一
つ
に
ま
と
ま
り
、

お
互
い
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
共
有

で
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

結
果
と
し
て
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に

結
び
付
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

更
生
保
護
事
業
に
御
支
援
を

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
地
域

社
会
作
り
を
目
指
す
目
的
を
御
理
解

の
上
、
運
営
資
金
の
造
成
に
御
支
援
、

御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

【

十
万
円】

石

坂

敏

明

(

熊
本
市)

【

五
万
四
千
円】

熊
本
中
央
地
区
保
護
司
会
Ｏ
Ｂ
会(

熊
本
市)

【

二
万
円】

株
式
会
社
再
起

(

熊
本
市)

【

一
万
円】

田
上
自
動
車
株
式
会
社

(

熊
本
市)

三
栄
輪
業
株
式
会
社

(

熊
本
市)

春
竹
校
区
社
会
福
祉
協
議
会(

熊
本
市)

編

集

後

記

�������������松

本

る
り
子
様(

八

代)

�������������高

橋

正

博
様(

宇

城)

�������������
����������

【

五
十
万
円】

米

満

弘

之

(

熊
本
市)

【

十
万
円】

福

永

力

三

(

熊
本
市)

野

原

眞

藏

(

熊
本
市)

【

五
万
円】

岩

田

英

志
(

熊
本
市)

黒

木

康

之
(

熊
本
市)

岩
下
兄
弟
株
式
会
社

(

球
磨
郡)

立

川

和

代

(

熊
本
市)

市

成

幸

親

(
熊
本
市)

【

三
万
円】

林

茂

(

熊
本
市)

【

二
万
円】

上

村

宏

渕

(

熊
本
市)

杉

光

定

則

(

熊
本
市)

【

一
万
円】

白

瀬

貴
美
子

(

熊
本
市)

中

山

峰

男

(

熊
本
市)

資
格
取
得
及
び
入
れ
墨

除
去
手
術
に
対
す
る

助
成
金
制
度
の
お
知
ら
せ

運
転
免
許
な
ど
の
資
格
を
取
得
し
た

り
入
れ
墨
の
除
去
手
術
を
受
け
よ
う
と

す
る
人
た
ち
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

助
成
金
額：

三
〇�〇
〇
〇
円
を
限
度

と
し
ま
す
。

助
成
対
象
者：

保
護
観
察
中
の
人
及
び
保

護
観
察
終
了
後
又
は
刑
期
終
了
後

三
年
以
内
の
人
に
限
り
ま
す
。

申
込
方
法：

保
護
観
察
所
、
協
力
雇
用

主
、
保
護
司
、
熊
本
自
営
会
、
自

立
準
備
ホ
ー
ム
を
通
じ
て
事
前
審

査
申
込
書
を
熊
本
県
就
労
支
援
事

業
者
機
構
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

お
問
合
せ：

熊
本
県
就
労
支
援
事
業
者
機
構

電
話

〇
九
六
―

二
八
八
―

四
三
七
五

問題�����
田

上

敬

子

(

熊
本
市)

蔀

正

勝

(

球
磨
郡)

【

五
千
円】

黒
髪
校
区
社
会
福
祉
協
議
会(

熊
本
市)

岡

崎

俊

憲

(

熊
本
市)

鶴�
昭

夫

(

熊
本
市)

浅

山

弘

康

(

熊
本
市)

青

山

定

聖

(

熊
本
市)

主

海

偉
佐
雄

(

熊
本
市)

栗

谷

利

夫

(

熊
本
市)

金

子

一

憲

(

熊
本
市)

岩

上

梨

可

(

熊
本
市)

竹

下

英

(

熊
本
市)

古

荘

貴

敏

(

熊
本
市)

答えは当協会のホームページをご覧くだ
さい｡
｢熊本県更生保護協会｣ で検索｡

更
生
保
護
へ
の
御
支
援
・

御
寄
付
を
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

篤
志
家
に
よ
る
寄
附

役
員
等
に
よ
る
寄
附

？には何がくるでしょう

(ヒント)
イタリアと日本

令
和
二
年
四
月
一
日
〜

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日(

敬
称
略)


